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１．事例の概要 

２回経産婦。妊娠３９週５日の胎児心拍数陣痛図所見では、胎児心拍基線 

は正常、基線細変動があり、一過性頻脈を認めている。妊娠３９週６日、陣 

痛が開始したため入院となり、入院後の胎児心拍数陣痛図では、基線細変動 

の減少を認めている。微弱陣痛のため人工破膜後に内側カテーテルを装着し、 

陣痛開始４時間４５分後よりオキシトシン点滴による陣痛促進が開始された。 

陣痛開始６時間後、子宮口の開大５ｃｍ、高度変動一過性徐脈を認めオキシ 

トシン点滴は中止された。陣痛開始６時間３２分後に子宮口全開大となり、 

その２分後に児が娩出された。臍帯巻絡が頸部に１回認め、緑色の羊水混濁 

が認められた。 

児の在胎週数は３９週６日、体重は２８２２ｇであった。臍帯動脈血ガス 

分析値は、ｐＨ７．０５、ＰＣＯ２５８ｍｍＨｇ、ＰＯ２１９ｍｍＨｇ、ＨＣ 

Ｏ３
－１５．６ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－１５．４ｍｍｏｌ／Ｌで、アプガースコ 

アは生後１分６点（心拍２点、呼吸１点、反射１点、筋緊張１点、皮膚色１ 

点）、生後５分７点（心拍２点、呼吸１点、反射１点、筋緊張１点、皮膚色２ 

点）であった。その後、経皮的動脈血酸素飽和度は９０％台前半で、多呼吸 

と自転車こぎ様の動きと凝視が認められ、高次医療機関のＮＩＣＵへ搬送と 

なった。ＮＩＣＵ入院後、抗痙攣剤、催眠鎮静剤の投与と気管挿管、人工呼 
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吸による呼吸管理が開始された。当日の頭部超音波断層法では、脳室周囲高 

輝度域（ＰＶＥ）はなかった。生後１２日の頭部ＭＲＩで、海馬、視床、淡 

蒼球にＴ１強調、Ｆｌａｉｒで高信号、Ｔ２強調で低信号を呈している所見 

が認められ、ｐｒｏｆｏｕｎｄ ａｓｐｈｙｘｉａに矛盾しないと判断され 

た。 

本事例は診療所における事例であり、産婦人科専門医４名（経験２０～５

５年）と、助産師５名（経験１０～４０年）、看護師２名（経験１５年、５０ 

年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例の脳性麻痺発症の原因は、妊娠３９週５日の外来受診以降、翌日の 

妊娠３９週６日に入院するまでのいずれかの時期に低酸素・酸血症が生じ、 

この低酸素・酸血症が胎児の脳に不可逆性の障害を来たしたことと推定され 

る。低酸素・酸血症を引き起こした原因は、臍帯が圧迫されたことによる臍 

帯の血流障害が生じた可能性が考えられるが、血流障害の原因を特定するこ 

とは困難である。 

 また、凝血塊が排泄されており、常位胎盤早期剥離が発生していたと推測

される。ただし常位胎盤早期剥離は増悪因子ではない。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

 外来で実施された妊婦健診は、検査項目、時期など一般的である。 

３９週５日に、分娩の進行を認めず、胎児心拍数陣痛図でも異常を認めなか 

ったため、一時帰宅させたことは一般的である。入院後、微弱陣痛と判断し、 

同意の上で子宮収縮薬を投与したことは基準内である。人工破膜を行い内測 

法で分娩監視装置を連続して装着したことは選択肢のひとつである。子宮収 
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縮薬の初期投与量ならびに増加量は基準から逸脱している。胎児心拍数が低 

下したため、子宮収縮薬を中止したことは基準内である。変動一過性徐脈の 

出現から児が娩出するまでの分娩管理は一般的である。臍帯動脈血ガス分析 

を行ったことは一般的である。 

出生後、新生児の多呼吸、自転車こぎ様の動き、擬視を認識し早期にＮＩ 

ＣＵへ搬送した判断は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）子宮収縮薬の投与について 

子宮収縮薬の投与に際しては、「子宮収縮薬による陣痛誘発・陣痛促進 

に際しての留意点 改訂２０１１年版」を参考に、投与基準を遵守する 

ことが望まれる。 

（２）胎児心拍数陣痛図の判読について 

   本事例では、外来での胎児心拍数陣痛図の所見と入院後の所見を比較 

すると基線細変動の減少を認めているが、これらの所見を異常と認識さ 

れていないため、胎児心拍数陣痛図の判断能力を高めるよう院内勉強会 

の開催や研修会へ参加することが望まれる。 

（３）胎盤病理組織学検査について 

胎盤病理組織学検査は、異常分娩となった場合や重症の新生児仮死が 

認められた場合、その原因の解明に寄与する可能性があるので、実施す 

ることが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

事例検討について 
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児が重度の新生児仮死で出生した場合や重篤な結果がもたされた場合は、

その原因検索や今後の改善策について院内で事例検討を行うことが望まれ

る。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

ア．陣痛発来前の脳性麻痺発症事例の研究と管理指針について 

本事例のような陣痛発来以前に脳性麻痺発症の原因があると考えら 

れる事例の集積により、新たな妊婦健診、分娩管理指針の策定が望まれ 

る。 

イ．脳性麻痺発症事例の胎児心拍数陣痛図の蓄積と研究等について 

本事例の入院後の胎児心拍数陣痛図に認められる、なだらかな立ち上 

がりの一過性の頻脈については、その記載方法や定義が確定していない。 

また、このような従来の一過性頻脈の基準で定義できない頻脈を認めつ 

つ基線細変動の減少も認める胎児心拍数陣痛図所見の解釈について指 

針の策定が望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 

 


